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笛吹市教育委員会会議録 

 

 

1 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時 

会議名：令和 4年度 3月定例会 

開催日：令和 5年 3月 7日 

開会時間：午後 2時 00分 

閉会時間：午後 4時 15分 

開催場所：笛吹市役所市民窓口館 302・303会議室 

 

 

２ 出席及び欠席委員の氏名 

出席者：教育長          望月 栄一 

    教育長職務代理   内田 淳 

     教育委員           久保田 一男 

教育委員      高野 仁美 

     教育委員      中島 知晴 

欠席者：教育委員      飯田 多惠子 

 

 

３ 委員及び傍聴人を除く議場に出席した職員の職氏名 

出席者：教育部長       赤尾 好彦 

教育総務課長     太田 孝生 

学校教育課長     長野 篤雄 

学校教育課指導主事  黒澤 宏至 

    学校教育課指導主事  日原 博人 

    生涯学習課長       手塚 克巳 

文化財課長      望月 和幸 

    図書館長       吉岡 浩 

    教育総務課総務担当  田中 政人 

〃      白鳥 直子 

 

 

4 他部署より出席した長及びその事務局部の職員の職氏名 

出席者：なし 
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５ 教育長等の報告の要旨 

教 育 長：令和 5年 2月 7日から 3月 7日までの事業報告 

教育総務課：令和 5年 2月 6日から 3月 7日までの事業報告 

学校教育課：令和 5年度指定校研究及び補助事業について 

   年度末及び年度始めの教職員人事異動関係の式について 

   教育支援センター「ステラ」について 

   特別支援教育・教育相談について 

生涯学習課：令和 5年 2月 12日から 2月 25日までの事業報告 

   ふえふき文化スポーツ振興財団の事業報告 

文化財課：令和 5年 2月 7日から 2月 26日までの事業報告 

   釈迦堂遺跡博物館の事業報告及び 2月の入館者数報告 

図 書 館：令和 5年 2月 15日から 2月 19日までの事業報告 

 

  教育委員会に係る 3月の予定 

 

６ 議題となった動議を提出した者の氏名 

なし 

 

 

７ 議会に付した議案、議事の概要、議決事項 

報告第 8 号： 令和 5年笛吹市議会第 1回定例会提出議案等について 

赤 尾 部 長： 資料に基づき説明 

報告第 8 号： 全員了承 

報告第 9 号： 教育長職務代理者の指名について 

望月教育長： 規定に基づき職務代理者を指名 

太 田 課 長： 資料に基づき説明 

報告第 9 号： 全員了承 

議案第 11 号： 笛吹市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任す

 る規則の一部を改正する規則、笛吹市教育委員会の権限に属

 する事務の一部を教育長に委任する規則の一部を改正する

 規則、笛吹市学校その他の教育機関の長に対する事務委任規

 程の一部を改正する規程、笛吹市教育委員会事務決裁規程の

 一部を改正する規程 

太 田 課 長： 資料に基づき説明 

議案第 11 号： 全員了承 

議案第 12 号： 笛吹市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

太 田 課 長： 資料に基づき説明 

議案第 12 号： 全員了承 
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議案第 13 号： 笛吹市教育委員会の後援及び共催に関する取扱要綱につい

 て 

太 田 課 長： 資料に基づき説明 

議案第 13 号： 全員了承 

議案第 14 号： 笛吹市八田御朱印公園条例施行規則の一部を改正する規則

 について 

望 月 課 長： 資料に基づき説明 

高 野 委 員： 夏休み等、長期休暇期間中も平日は予約制か。 

望 月 課 長： 今のところ予約制で考えている。旅館等に協力を仰ぎ、

 興味ある方には事前に予約していただけるよう周知を

 していく。 

高 野 委 員： 旅館に到着後、近くに施設があることを知ったとしても当日

 足を運ぶことはできないのか。 

望 月 課 長： 事前の予約ではない場合、平日ならば文化財課に連絡いただ

 き、可能な範囲で職員が対応していく。 

久保田委員： 開館日が減ることになるが、土日祝日以外に夏休み等、平日

 でもイベントに絡めて臨時に開館可能な但し書きになって

 いるのか。 

望 月 課 長： 臨時開館は当然やっていきたいと思っている。既 に 4 月 5

 月に子ども茶道教室をやりたいという臨時開館の 要 望 が

 あり、当日は一般の方も入れるよう対応していきたい。

 また俳句の句会など、文化財課としても企画を仕掛けていき

 たい。 

久保田委員： 但し書きには、臨時開館に関する文言も含まれているのか。 

望 月 課 長： 資料 61 ページ第 2 条の但し書きにその意味合いを含

 めている。要望をなるべく受けながら開館していく。 

内 田 委 員： 予約方法、その周知方法は。 

望 月 課 長： 予約先だが、平日は文化財課、土日祝日は八田家書院で受け

 付ける。予約方法は、例規審査会で諮ったのち、笛吹市のホ

 ームページにて公開し、旅館組合に周知していく。 

議案第 14 号： 全員了承 

  

 

８ 教育長が必要と認める事項（議事資料） 

なし 
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議事録署名 

        笛吹市教育委員会 教 育 長                

 

               教 育 委 員                

 

               教 育 委 員                

 

                  作 成 職 員                


